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第１回定例会

令和５年度当初予算成立！

議
会
の
た
よ
り

友
だ
ち
た
く
さ
ん
で
き
る
か
な
♪

中
保
育
園
年
少
組
　
入
園
式
・
進
級
式
（
４
月
６
日
） た
よ
り

た
よ
り

いっぺん見てみて

み
た
け



第１回 定例会  2月28日～3月20日

■ 令和５年度当初予算などの議案27件を審議・採決
■ ８議員が町長の施政方針・町政について質問

第１日目（２月28日）

◆町長の施政方針の発表　　◆議長報告（７件）
◆議案の上程、提案理由の説明（26 件）　　◆審議・採決（６件）

第２日目（３月８日）

◆一般質問（６議員）　　◆町長の施政方針に対する質問（２議員）

第３日目（３月９日）

◆一般質問（２議員）
◆議案（令和５年度各会計当初予算６件、条例３件）を民生文教常任委員会・総務建設産業

常任委員会に付託

民生文教常任委員会（３月14日）

◆令和５年度一般会計予算の民生文教常任委員会所管部分、令和５年度国民健康保険特別会
計予算、令和５年度後期高齢者医療特別会計予算、令和５年度介護保険特別会計予算を審
査・採決

総務建設産業常任委員会（３月16日）

◆令和５年度一般会計予算、令和５年度水道事業会計予算、令和５年度下水道事業会計予算、
条例の制定（３件）を審査・採決

第４日目（３月20日）

◆追加議案の上程、提案理由の説明（１件）
◆各常任委員会に付託された議案の審査結果報告・審議・採決（９件）
◆その他議案の審査・採決（12 件）

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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令和５年度当初予算
184億1,020万円を可決

■一般会計	 120 億 3,700 万円
■特別会計	 44 億 1,470 万円
　・国民健康保険特別会計	 22 億 9,000 万円
　・後期高齢者医療特別会計	 ２億 7,600 万円
　・介護保険特別会計	 18 億 4,870 万円
■水道事業会計	 ８億 7,900 万円
■下水道事業会計	 10 億 7,950 万円

■	令和５年度当初予算の主な事業	■
　　　新庁舎等整備事業	 ６億 6,297 万円
　　　亜炭鉱跡対策事業	 42 億 9,356 万円
　　　　　　水害対策・インフラ整備事業	 1 億 8,030 万円
　　　植林体験・再造林事業	 5,309 万円
　　　子ども家庭総合支援事業	 1,777 万円
　　　学校環境の改善・向上	 9,138 万円
　　　名鉄広見線対策事業	 853 万円
　　　（特別展の開催、収支改善提案事業）

継続
拡充
継続・拡充
新規
新規
拡充
新規

令和５年度当初予算が各常任委員会の審議を経て可決されました

安全・安心や保育・教育環境の向上、地域振興など
やるべきことはやる前向きな予算

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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も
た
ち
を
取
り
巻
く
空
・
水
・
土

の
安
全
の
保
障
を
求
め
る
陳
情

●
政
党
機
関
紙（
赤
旗
）の
市
庁
舎
内

で
の
勧
誘
・
購
読
・
配
達
を
自
粛

す
る
事
に
関
す
る
陳
情

●「
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
お
よ

び
新
増
設
は
国
民
的
議
論
を
尽
く

し
た
う
え
で
決
定
す
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書
」の
提
出
を
求
め
る

陳
情
書

●
例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
に
つ

い
て（
令
和
４
年
11
月
分
か
ら
令

和
５
年
１
月
分
ま
で
）

●
議
員
派
遣
報
告
書

人
　
　
事

補
正
予
算

報
　
　
告

条
例
の
改
正（
主
な
も
の
）

●
教
育
長
の
任
命

奥お
く
村む
ら
恒つ
ね
也や

教
育
長
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
同
氏
の
任
命
同
意
が
求
め
ら

れ
、
賛
成
全
員
で
同
意
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
、
特
別
会
計
と
も
に
、

決
算
見
込
み
を
踏
ま
え
た
歳
入
、
歳

出
の
増
減
な
ど
の
補
正
を
お
こ
な
い

ま
し
た
（
下
表
参
照
）。

●「
保
育
・
障
害
・
高
齢
職
場
で
働

く
す
べ
て
の
職
員
が
賃
金
を
引
き

上
げ
ら
れ
る
補
助
金
を
求
め
る
意

見
書
」提
出
を
求
め
る
陳
情

●
す
べ
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
財

政
措
置
等
を
求
め
る
要
望
書

●
日
本
全
体
で
解
決
す
べ
き
問
題
と

し
て
、
普
天
間
基
地
周
辺
の
子
ど

議
長
報
告

●
御
嵩
町
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
現
行
の
御
嵩

町
個
人
情
報
保
護
条
例
を
廃
止
し
、

開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
の
設
定
な

ど
当
該
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い

事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
御
嵩
町
議
会
議
員
及
び
御
嵩
町
長

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公

再任された奥村教育長

会　　計 補正額 補正後の総額

一般会計補正予算（第８号） 14億5,958万4千円の減 100億749万8千円

一般会計補正予算（第９号） 1億2,385万5千円の増 101億3,135万3千円

国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 1,344万3千円の増 23億54万2千円

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 361万4千円の減 2億7,593万5千円

介護保険特別会計補正予算（第３号） 211万2千円の減 18億7,843万円

費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

こ
れ
ま
で
都
道
府
県
と
市
の
み
を

対
象
と
し
て
い
た
選
挙
公
営
制
度

（
選
挙
運
動
費
用
の
一
部
を
町
が
負

担
す
る
仕
組
み
）
を
、
条
例
で
定
め

る
こ
と
に
よ
り
町
村
に
も
同
様
に
拡

大
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め

制
定
す
る
も
の
で
す
。
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4

定
例
会



常任委員会での審議内容
総務建設産業常任委員会、民生文教常任委員会において、令和５年度予算などを慎重に
審議しました。委員会での各委員からの質疑内容の一部を掲載します。

総
務
建
設
産
業
常
任
委
員
会

民
生
文
教
常
任
委
員
会

福井俊雄 委員

問
た
め
池
機
能
廃
止
事
業
は
、
住
民
か
ら
の
要
望
を

受
け
て
の
も
の
か
、
町
で
判
断
し
て
の
も
の
か
。

答
地
元
か
ら
廃
止
届
が
提
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ

り
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。 

（
農
林
課
）

谷口鈴男 委員

問
ふ
る
さ
と
み
た
け
応
援
寄
附
金
事
業
に
係
る
経
費

が
寄
附
見
込
額
の
50
％
以
上
と
な
り
、
総
務
省
の

基
準
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
総
務
省
の
基
準
は
、
決
算
額
で
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
令

和
5
年
度
も
、
今
ま
で
同
様
に
経
費
が
寄
付
額
の
50
％
未
満

と
な
る
よ
う
に
予
算
執
行
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
総
務

省
基
準
に
抵
触
す
る
こ
と
は
無
い
と
考
え
る
。 

（
税
務
課
）

大沢まり子 委員

問
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
公
民
館
行
事
が
減
少
し
て
い
る

が
、各
公
民
館
へ
の
補
助
金
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答
補
助
に
つ
い
て
は
、
活
動
内
容
を
精
査
し
な
が
ら

公
民
館
活
動
が
後
ろ
向
き
に
な
ら
な
い
よ
う
引
き

続
き
支
援
し
て
い
き
た
い
。 

（
生
涯
学
習
課
）

清水亮太 委員

問
副
業
・
兼
業
人
材
活
用
事
業
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
人
材
を
求
め
る
の
か
。

答
副
業
・
兼
業
を
希
望
す
る
大
都
市
圏
の
大
手
広

告
代
理
店
や
大
企
業
広
報
担
当
者
を
想
定
し
て
い

る
。
大
都
市
圏
な
ら
で
は
の
知
識
や
知
恵
、
ス
キ

ル
な
ど
を
町
内
の
中
小
企
業
に
活
用
し
て
い
た
だ

く
。 

（
ま
ち
づ
く
り
課
）

奥村　悟 委員

問
伏
見
小
ト
イ
レ
改
修
事
業
は
、
児
童
に
不
便
を
強

い
る
こ
と
が
な
い
進
め
方
と
な
っ
て
い
る
か
。

答
ま
ず
は
体
育
館
ト
イ
レ
の
洋
式
化
を
実
施
し
、
他

の
ト
イ
レ
改
修
時
は
仮
設
ト
イ
レ
と
し
て
使
用
す

る
な
ど
、
児
童
に
配
慮
し
な
が
ら
複
数
年
で
工
事

を
進
め
て
い
く
。 

（
学
校
教
育
課
）

岡本隆子 委員

問
ふ
れ
あ
い
予
約
バ
ス
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
や
事
業
内
容
の
見
直
し
の

タ
イ
ミ
ン
グ
は
い
つ
か
。

答
大
幅
な
見
直
し
や
ア
ン
ケ
ー
ト
は
次
回
の
地
域
公
共
交

通
計
画
策
定
時
に
実
施
予
定
で
あ
る
が
、
利
便
性
の
向

上
に
関
す
る
要
望
は
、
地
域
公
共
交
通
会
議
で
協
議
し

運
用
方
法
を
随
時
改
善
し
て
い
る
。 

（
企
画
課
）

山田儀雄 委員

問
学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
徴
収
事
務
を
お
こ
な
う
の
か
。

答
徴
収
事
務
は
引
き
続
き
学
校
で
お
願
い
す
る
が
、

教
職
員
の
負
担
軽
減
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
事
務

局
へ
の
移
行
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

（
学
校
教
育
課
）

高山由行 委員

問
基
金
の
活
用
も
含
め
て
、
今
後
の
町
営
住
宅
管
理

計
画
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

答
民
間
ア
パ
ー
ト
の
借
り
上
げ
や
基
金
を
活
用
し

た
新
築
な
ど
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
す
る
。

 

（
総
務
防
災
課
）

安藤雅子 委員

問
買
い
物
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
は
送
迎
が
あ
り
、
買
い
物
や
体
操
な
ど

を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
令
和
５
年
度
の
変
更
点

は
。

答
令
和
５
年
度
か
ら
は
、
送
迎
の
必
要
な
人
だ
け
に

限
定
せ
ず
、当
日
現
地
で
の
参
加
を
可
能
と
し
た
。

 

（
保
険
長
寿
課
）

安藤信治 委員

問
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
、
簡
易
な

道
路
補
修
な
ど
に
早
急
に
対
応
で
き
る
人
材
確
保

の
見
通
し
、
補
修
箇
所
の
情
報
収
集
の
方
法
は
。

答
道
路
維
持
作
業
経
験
者
を
任
用
予
定
で
あ
る
。
情

報
収
集
は
こ
れ
ま
で
同
様
、
町
民
か
ら
の
通
報
や

職
員
の
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
実
施
す
る
。

 

（
建
設
課
）

伏屋光幸 委員

問
現
在
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
状
況
は
。

答
令
和
５
年
２
月
末
現
在
で
、
申
請
率
78
．４
％
、

申
請
件
数
１
４
，１
０
２
件
で
県
下
４
位
、
交
付

率
71
．６
％
、
交
付
件
数
１
２
，８
６
０
件
で
県
下

８
位
で
あ
る
。 

（
住
民
環
境
課
）
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審 結議 果
議案番号 事件名 結果

議案第４号 教育長の任命につき同意を求めることについて 原案同意

議案第５号 令和５年度御嵩町一般会計予算について 原案可決

議案第６号 令和５年度御嵩町国民健康保険特別会計予算について 原案可決

議案第７号 令和５年度御嵩町後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決

議案第８号 令和５年度御嵩町介護保険特別会計予算について 原案可決

議案第９号 令和５年度御嵩町水道事業会計予算について 原案可決

議案第10号 令和５年度御嵩町下水道事業会計予算について 原案可決

議案第11号 令和４年度御嵩町一般会計補正予算（第８号）について 原案可決

議案第12号 令和４年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 原案可決

議案第13号 令和４年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第14号 令和４年度御嵩町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 原案可決

議案第15号 御嵩町個人情報保護法施行条例の制定について 原案可決

議案第16号 御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制
定について 原案可決

議案第17号 御嵩町議会議員及び御嵩町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制
定について 原案可決

議案第18号 御嵩町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 原案可決

議案第19号 御嵩町職員の降給に関する条例の制定について 原案可決

議案第20号 御嵩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第21号 御嵩町基金条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第22号 御嵩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例の制定について 原案可決

議案第23号 御嵩町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第24号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例の制定について 原案可決

議案第25号 御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第26号 御嵩町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第27号 可茂消防事務組合規約の変更に関する協議について 原案可決

議案第28号 令和４年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）について 原案可決

発議第１号 御嵩町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 原案可決

発議第２号 渡邊公夫町長の不信任決議案について 原案否決

※P14～16に、討論内容を掲載しています。

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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■一般質問
８ページ
伏屋　光幸　議員
〇新庁舎建設について
山田　儀雄　議員
〇町長選挙に対する渡邊町長の思いについて

９ページ
奥村　悟　議員
〇町文化財（史跡）の整備・保存について
〇ご意見箱などによる広聴促進について

10 ページ
岡本　隆子　議員
〇リニアトンネル残土に関する諸問題について
〇育休退園について

11 ページ
安藤　雅子　議員
〇地域学校協働活動について
大沢　まり子　議員
〇町民に寄り添う施策の充実を求む

12 ページ
福井　俊雄　議員
〇渡邊町政４期目、４年間の検証は
清水　亮太　議員
〇行政の情報発信戦略について

■町長の施政方針に対する質問
13 ページ
奥村　悟　議員
〇「御嵩町ゆかりの戦国武将」の魅力発信について
岡本　隆子　議員
〇リニア発生土置き場に関するフォーラムの意義は

（掲載順は本会議での質問順とは異なります）

６ページの議決結果
【表示記号】
賛否状況：○…賛成
　　　　　×…反対
　　　　　欠…欠席
　　　　　－…議長のため採決に加わらない
議決結果：◎…可決、承認、認定、採択、同意
　　　　　●…否決、不承認、不認定、不採択

議　　　員　　　名

議 

決 

結 

果

高　
山　
由　
行

清　
水　
亮　
太

福　
井　
俊　
雄

奥　
村　
　
　
悟

安　
藤　
信　
治

伏　
屋　
光　
幸

安　
藤　
雅　
子

山　
田　
儀　
雄

大　
沢　
ま
り
子

岡　
本　
隆　
子

谷　
口　
鈴　
男

議案第４号、第６号～８号、第12号～28号、
発議第１号 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

議案第５号、第９号、第10号 － ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ◎

議案第11号 － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ◎

発議第２号 － × ○ × × ○ × × × ○ ○ ●

一般質問のようすは YouTube「御嵩町議会
公式チャンネル」でご覧いただけます。P8～
P12に掲載してありますQRコードからご覧
ください。

き
い
て
み
た
い
な
、

こ
ん
な
こ
と

一般質問とは？
皆さんの生活にかかわる大切な

内容について、議員が町に対して
質問をおこないます。今回の一般
質問であなたの生活にかかわる内
容はありますか？

一般質問の「問・答」は、質問議員本
人の文責です。一般質問のページに掲
載した内容について、議員に直接連絡
がつかない場合は、氏名、連絡先、問
い合わせの内容を添えて、議会事務局
へ書面にてお届けください。
また、掲載してある質問、答弁は要
約となっています。会議録は町ホーム
ページや議会事務局で閲覧できます。

文責についてお知らせ

町 長 の 施 政 方 針 に 対 す

問質般一
る 質 問

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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質
問



　
　
町
長
の
４
期
16
年
が
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
な
か
、
重
要
な
事
業
で

あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
と
な
る

べ
き
新
庁
舎
等
の
建
設
が
前
に
進
ん

で
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
リ

ニ
ア
関
連
で
は
発
生
土
置
き
場
の
問

題
が
あ
る
。
選
挙
期
日
が
６
月
25
日

に
決
定
さ
れ
た
が
、
渡
邊
町
長
に
そ

の
思
い
を
伺
い
た
い
。

　
　

�

【
町
長
】

任
期
満
了
に
よ
る
町
長
選
挙
に
は

出
馬
す
る
予
定
は
な
い
。
私
は
手
柄

を
立
て
る
た
め
に
議
員
、
町
長
を
続

け
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
し
で
も
御

嵩
町
の
た
め
に
な
れ
ば
と
い
う
思
い

で
務
め
、
こ
の
16
年
間
御
嵩
町
を
大

切
に
思
っ
て
き
た
。
16
年
間
で
多
く

の
事
業
を
手
が
け
て
、
先
任
が
一
切

手
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
も
対
応

し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
番
の
肝
は
行
財
政
改
革
で
あ
る
。

１
期
目
、
町
長
に
な
っ
て
初
め
て
知

る
こ
と
が
非
常
に
多
く
、
御
嵩
町
の

財
政
は
惨
た
ん
た
る
も
の
で
、
庁
舎

建
設
は
当
時
夢
の
よ
う
な
話
で
あ
っ

た
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
質
の
高
い
も

の
に
し
つ
つ
、
無
駄
遣
い
し
な
い
こ

と
を
徹
底
し
、
こ
こ
十
数
年
か
け
て

財
政
を
立
て
直
し
た
こ
と
で
、
庁
舎

を
建
て
る
財
政
力
が
御
嵩
町
に
は
備

わ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。
次
の
町

長
が
財
政
を
勉
強
し
て
い
る
人
な
ら

私
の
残
し
た
も
の
は
意
味
が
よ
く
分

か
る
と
思
う
の
で
、
冷
静
な
人
に
町

長
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

後
継
指
名
は
し
な
い
。
私
自
身
が

こ
れ
は
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
全
力
で

応
援
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

問答

町
長
選
挙
に
対
す
る

渡
邊
町
長
の
思
い
に
つ
い
て

　
　
①
県
庁
か
ら
そ
の
後
（
令
和
４

年
９
月
以
降
）
指
摘
確
認
事
項
は
あ

っ
た
か
。

②
町
（
執
行
部
）
と
し
て
、
県
へ
の

回
答
は
ど
の
よ
う
に
。

　
　

�

【
総
務
部
長
】

令
和
５
年
２
月
15
日
開
催
の
新
庁

舎
等
建
設
特
別
委
員
会
で
、
岐
阜
県

か
ら
の
取
り
下
げ
指
導
に
応
じ
農
地

転
用
許
可
申
請
は
取
り
下
げ
る
こ
と

を
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
地
権
者
の

同
意
を
得
て
２
月
20
日
付
け
で
取
下

願
を
御
嵩
町
農
業
委
員
会
に
提
出
し
、

22
日
の
御
嵩
町
農
業
委
員
会
協
議
会

に
お
い
て
、
取
り
下
げ
経
緯
を
説
明

し
て
い
る
。

①
令
和
５
年
１
月
10
日
付
け
で
「
反

対
さ
れ
て
い
る
議
員
の
話
し
合
い
」

の
実
施
状
況
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て

事
実
確
認
が
求
め
ら
れ
た
通
知
文
書

が
１
件
あ
る
。

②
町
か
ら
は
、
令
和
５
年
１
月
30
日

付
け
で
回
答
し
て
お
り
、
内
容
は
、

４
名
の
議
員
と
の
話
し
合
い
の
機
会

を
模
索
し
て
い
る
が
未
だ
実
施
に
は

至
っ
て
い
な
い
こ
と
。
「
町
民
へ
の

説
明
が
足
り
な
い
」
と
し
た
指
摘
に

対
し
、
事
業
の
必
要
性
や
魅
力
な
ど

を
紹
介
す
る
チ
ラ
シ
の
作
成
や
自
治

会
単
位
で
の
説
明
会
に
伺
っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
時
間
を
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
を
し
た
。

問答

新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

山田儀雄　議員

伏屋光幸　議員

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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①
県
補
助
金
を
活
用
し
て
、
荒

れ
た
史
跡
や
管
理
で
き
な
い
史
跡
を

整
備
で
き
な
い
か
。

②
県
史
跡
を
国
史
跡
に
格
上
げ
で
き

な
い
か
。
可
能
性
の
あ
る
史
跡
は
。

③
復
元
困
難
な
史
跡
を
V
R（
仮
想

現
実
）や
A
R（
拡
張
現
実
）を
活
用

し
て
広
く
周
知
で
き
な
い
か
。

④
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
の
作

成
は
い
つ
ご
ろ
か
。

　
　

�

【
教
育
参
事
】

①
令
和
５
年
度
に
は
、
県
指
定
史
跡

の「
東
寺
山
古
墳
」と「
宝
塚
古
墳
」の

景
観
修
繕
事
業
に
つ
い
て
、
県
指
定

文
化
財
保
護
事
業
費
補
助
金
の
活
用

を
予
定
し
て
お
り
、
今
後
と
も
所
有

者
の
負
担
軽
減
に
努
め
る
。

②
格
上
げ
は
、学
識
経
験
者
に
よ
る

調
査
や
文
化
庁
と
の
協
議
と
と
も
に
、

格
上
げ
を
目
指
す
文
化
財
が
、文
化

財
と
し
て
保
存
継
承
し
て
い
く
た
め

の
価
値
が
高
い
こ
と
を
具
体
的
に
示

し
、根
拠
を
も
っ
て
指
定
す
る
必
要
が

あ
る
。ど
の
史
跡
も
貴
重
な
も
の
で
あ

り
、今
後
も
適
切
な
維
持
管
理
を
お

こ
な
っ
て
い
く
な
か
で
検
討
し
て
い
く
。

③
こ
れ
ら
の
作
成
に
は
、
費
用
面
の

ほ
か
、
目
的
や
利
用
方
法
を
明
確
に

し
た
上
で
の
活
用
が
必
要
。
仮
に
作

る
と
す
れ
ば
、
史
実
に
基
づ
く
詳
し

い
調
査
や
研
究
に
よ
り
、
確
か
で
魅

力
の
あ
る
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
り
、

費
用
対
効
果
を
含
め
研
究
し
て
い
く
。

④
計
画
策
定
に
は
、
協
議
会
の
設
置

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
、
多
様
な
有
識

者
が
参
画
し
、
町
の
文
化
財
保
護
審

議
会
か
ら
の
意
見
聴
取
を
お
こ
な
い

な
が
ら
、
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と

な
る
。
近
隣
市
町
村
の
動
向
も
踏
ま

え
な
が
ら
、
策
定
に
向
け
て
前
向
き

に
検
討
し
て
い
く
。

問答

　
　
①
町
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
提
案

を
町
政
に
ど
う
活
か
し
た
か
。

②
町
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
な
ど

と
町
か
ら
の
回
答
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
は
ど
う
か
。

③
ま
ち
の
ご
意
見
箱
な
ど
の
広
聴
を

政
策
決
定
に
活
用
す
る
た
め
に
、
仕

組
み
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

�

【
民
生
部
長
】

ご
意
見
箱
な
ど
町
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
ご
意
見
は
、
住
民
環
境
課
で
集

約
し
、
匿
名
を
除
き
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
方
へ
文
書
で
回
答
し
て
い
る
。

町
民
の
様
々
な
声
を
聴
く
貴
重
な
機

会
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
治
会

要
望
は
、
自
治
会
長
と
協
議
し
て
緊

急
性
な
ど
優
先
順
位
を
付
け
て
対
応

し
て
お
り
、
地
域
の
安
全
・
安
心
に

つ
な
げ
て
い
る
。

　
　

�

【
総
務
部
長
】

②
公
開
に
あ
た
っ
て
は
、
公
共
性
・

中
立
性
の
判
断
基
準
や
公
開
方
法
な

ど
の
課
題
も
あ
り
、
先
進
自
治
体
で

の
行
政
運
営
や
政
策
決
定
へ
の
活
用

事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
効
果
を
検

証
し
て
い
く
。

③
住
民
が
知
り
た
い
質
問
や
情
報
に

対
応
可
能
な
Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

を
導
入
し
た
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
意
見
や
提
案
が
投
稿
で
き
る
よ

う
お
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
を
整
備

し
て
い
る
。
今
後
も
住
民
の
視
点
に

立
っ
た
行
政
運
営
を
図
る
た
め
、

様
々
な
方
法
や
ツ
ー
ル
を
用
い
る
こ

と
で
、
多
様
な
住
民
の
意
見
や
潜
在

す
る
ニ
ー
ズ
を
広
く
把
握
し
、
町
政

に
反
映
し
て
い
き
た
い
。

　
　

�

【
町
長
】

ア
ナ
ロ
グ
で
の
意
見
な
ど
は
今
後

も
い
た
だ
き
続
け
な
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
る
が
、
一
方
で
情
報
発
信
ツ
ー

ル
の
変
化
が
現
在
進
行
形
で
起
き
て

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
寄
せ
ら
れ

る
意
見
な
ど
は
非
常
に
多
く
匿
名
性

が
高
い
の
で
対
応
は
難
し
い
が
、
返

信
が
必
要
と
考
え
る
も
の
は
決
裁
書

類
と
し
て
私
も
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

今
後
も
新
た
な
ツ
ー
ル
が
出
て
く
る

な
か
、
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
体
制

づ
く
り
に
つ
い
て
も
非
常
に
重
く
受

け
止
め
て
い
る
。

問答答

答

町
文
化
財（
史
跡
）の

整
備
・
保
存
に
つ
い
て

町
民
の
声
に
耳
を
傾
け
る
た
め
の
ご
意
見
箱

な
ど
に
よ
る
広
聴
促
進
に
つ
い
て

奥村悟　議員

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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①
国
選
定
の
美
佐
野
ハ
ナ
ノ
キ

湿
地
群
を
町
民
に
公
表
し
な
か
っ
た

こ
と
を
謝
罪
す
べ
き
で
は
。

②
美
佐
野
ハ
ナ
ノ
キ
湿
地
群
を
保
護

区
に
指
定
す
べ
き
と
考
え
る
が
見
解

は
。

③
美
佐
野
・
次
月
自
治
会
に
出
向
い

て
住
民
の
声
を
聞
く
べ
き
で
は
。

　
　

�

【
企
画
参
事
】

①
当
該
地
の
重
要
湿
地
の
選
定
お
よ

び
公
表
に
関
し
て
は
、平
成
27
年
に
環

境
省
へ
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、指
定
は

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
記
録
を
確
認

し
た
。そ
の
後
、情
報
を
受
け
た
同
年

中
に
環
境
省
へ
質
問
し
て
以
降
、回
答

や
位
置
図
、湿
地
カ
ル
テ
な
ど
の
情
報

提
供
を
受
け
て
い
な
い
。リ
ニ
ア
発
生

土
の
置
き
場
計
画
が
具
体
化
し
た
令

和
４
年
に
改
め
て
環
境
省
と
当
時
関

わ
ら
れ
た
有
識
者
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、選
定
範
囲
の
見
解
が
得
ら
れ
た

た
め
お
示
し
し
た
。

②
保
護
区
域
の
指
定
範
囲
は
希
少
種

の
生
息
状
況
や
分
布
範
囲
、生
態
系

の
成
り
立
ち
な
ど
を
確
認
し
、適
切
に

選
定
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、様
々
な

利
害
関
係
者
と
の
調
整
と
理
解
の
醸

成
が
な
け
れ
ば
、法
律
に
基
づ
く
私
権

の
制
限
に
つ
な
が
る
指
定
は
困
難
で

あ
り
、生
物
多
様
性
を
確
保
す
る
た

め
の
保
護
区
域
の
指
定
は
、複
雑
か
つ

容
易
で
は
な
い
問
題
と
捉
え
て
い
る
。

指
定
の
前
か
ら
適
切
な
管
理
主
体

や
保
全
の
取
り
組
み
の
協
議・検
討
も

必
要
で
あ
り
、現
在
は
関
係
者
か
ら

幅
広
く
意
見
を
伺
う
段
階
で
あ
る
こ

と
か
ら
、慎
重
に
丁
寧
に
検
討
し
て
い

く
。

③
必
要
が
あ
れ
ば
幅
広
に
出
向
い
て

随
時
意
見
を
聞
い
て
い
き
た
い
。

　
　

�

【
町
長
】

町
か
ら
環
境
省
に
対
し
て
、重
要
湿

地
の
選
定
経
緯
や
リ
ニ
ア
本
線
と
の
関

連
性
を
質
問
し
た
が
、環
境
省
か
ら
の

問答

答

　
　
育
児
休
業
の
取
得
に
よ
り
、
在

園
中
の
上
の
子
が
退
園
さ
せ
ら
れ
る

「
育
休
退
園
」
を
見
直
す
自
治
体
が

増
え
て
い
る
が
、
見
直
す
考
え
は
。

　
　

�

【
民
生
部
長
】

保
育
所
な
ど
は
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
施
行
規
則
に
基
づ
き「
保

育
の
必
要
性
」を
認
定
し
た
上
で
入

所
と
な
る
。
育
児
休
業
の
場
合
は
、

す
で
に
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
が

保
育
所
な
ど
に
入
所
し
て
い
て
、
育

児
休
業
の
間
も「
継
続
利
用
」す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

①
次
年
度
に
小
学
校
入
学
を
控
え
る

な
ど
、
子
ど
も
の
発
達
上
、
環
境
の

変
化
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、

②
保
護
者
の
健
康
状
態
や
そ
の
子
ど

も
の
発
達
変
化
が
好
ま
し
く
な
い
と

考
え
ら
れ
る
場
合
な
ど
は
、「
保
育

の
必
要
性
」の
事
由
に
該
当
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。

町
と
し
て
は
、
上
の
子
が
３
歳
児

ク
ラ
ス
以
上
で
あ
る
ほ
か
、
保
護
者

の
養
育
能
力
や
健
康
状
態
、
家
庭
環

境
な
ど
個
別
の
状
況
を
判
断
し「
継

続
利
用
」を
認
め
て
い
る
。
制
度
に

つ
い
て
は
説
明
し
理
解
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

問答

リ
ニ
ア
ト
ン
ネ
ル
残
土
に

関
す
る
諸
問
題

育
休
退
園
の
制
度
を
見
直
す
考
え
は
あ
る
か

回
答
は
な
か
っ
た
。ま
た
、送
付
予
定
と

さ
れ
て
い
た
情
報
提
供
も
な
く
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。最
終
的

に
、令
和
４
年
に
環
境
省
に
問
い
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
、「
法
的
拘
束
力
は
な
い
」

と
の
回
答
で
あ
り
、ど
う
判
断
す
れ
ば

よ
い
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。

真
多
羅
た
め
池
の
廃
止
に
つ
い
て
は

生
物
環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
た
め
池
堤

体
の
希
少
種
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
、Ⅴ
の
字
に
切
っ
た
堤
体
の

部
分
に
は
希
少
種
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

真
多
羅
た
め
池
の
廃
止
は
、防
災
の
観

点
で
の
も
の
で
国
費
で
実
施
し
て
い
る

の
で
置
場
計
画
と
混
同
す
る
べ
き
で
は

な
い
。

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
謝
罪
す
る

理
由
が
な
い
こ
と
か
ら
謝
罪
し
な
い
。

岡本隆子　議員

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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地
域
学
校
協
働
活
動
の
現
状
、

活
動
の
さ
ら
な
る
充
実
に
向
け
た
研

修
や
熟
議
の
予
定
、
地
域
推
進
員
の

育
成
な
ど
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
う
。

　
　

�

【
教
育
長
】

地
域
学
校
協
働
本
部
連
絡
会
に
お

い
て
学
校
行
事
、
公
民
館
行
事
の
中

か
ら
、
防
災
教
育
や
ふ
る
さ
と
学
習
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、
連
携
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
行
事
を
決
め
出

し
、
実
施
の
あ
り
方
を
各
中
学
校
区

で
検
討
し
、
実
践
し
て
い
る
。

熟
議
は
、
そ
の
内
容
と
質
が
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
充
実
し
た
熟

議
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
、
会
議
の
場

に
講
師
を
招
き
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を

依
頼
し
た
り
、
組
織
や
活
動
の
意
義
、

内
容
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
す
る
機
会

を
積
極
的
に
提
供
、
活
用
し
て
い
く
。

ぎ
ふ
地
域
学
校
協
働
活
動
セ
ン
タ

ー
が
実
施
す
る
地
域
推
進
員
の
育
成

研
修
、
地
域
連
携
担
当
教
員
の
研
修
、

社
会
教
育
関
係
者
の
研
修
、
セ
ミ
ナ

ー
や
出
前
講
座
へ
の
講
師
派
遣
な
ど

の
事
業
を
活
用
し
て
地
域
推
進
員
の

育
成
や
地
域
学
校
協
働
活
動
へ
の
理

解
の
促
進
を
図
り
、
各
中
学
校
区
に

お
け
る
持
続
可
能
な
地
域
学
校
協
働

活
動
の
充
実
を
め
ざ
し
て
い
く
。

問答

　
　
①
０
歳
児
の
見
守
り
訪
問
事
業

の
展
開
に
つ
い
て
。

②
家
事
支
援
員
（
産
後
ド
ゥ
ー
ラ
）

の
確
保
に
つ
い
て
。

③
窓
口
で
の
心
温
ま
る
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
対
応
に
つ
い
て
。

　
　

�

【
民
生
部
長
】

①
生
後
２
カ
月
ご
ろ
ま
で
に
す
べ
て

の
家
庭
を
訪
問
し
、
赤
ち
ゃ
ん
の
発

育
の
状
況
確
認
、
身
体
測
定
の
ほ
か

育
児
や
産
後
の
生
活
状
況
を
聞
き
取

り
、
支
援
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合

は
、
引
き
続
き
家
庭
訪
問
や
育
児
相

談
を
お
こ
な
う
。「
伴
走
型
支
援
」と

し
て
、
つ
な
げ
る
支
援
と
継
続
し
た

支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
く
が
、
ケ
ー

ス
会
議
や
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、

随
時
の
情
報
交
換
な
ど
を
通
じ
、
専

門
職
や
支
援
員
の
ス
キ
ル
や
経
験
を

活
か
し
つ
つ
、
連
携
強
化
を
図
っ
て

い
く
。

②
家
事
支
援
の
相
談
が
あ
っ
た
場
合

は
、
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
そ

の
他
民
間
事
業
者
の
支
援
事
業
な
ど

を
紹
介
し
て
い
る
。
他
の
市
町
村
の

事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
ど
の
よ
う

な
家
事
支
援
・
育
児
支
援
が
い
い
の

か
検
討
し
て
い
く
。

③
死
亡
届
出
な
ど
各
種
届
出
は
、
住

民
環
境
課
の
窓
口
で
受
け
付
け
て
い

る
。「
た
ら
い
回
し
」や「
手
続
き
漏

れ
」と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
窓
口
で

「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
」に
て
手
続
き
が
完

了
す
る
し
く
み
を
執
っ
て
い
る
。
手

続
き
が
二
度
手
間
や
通
り
一
遍
の
対

応
と
な
ら
ず
、
ま
た
、
ご
理
解
い
た

だ
く
た
め
、
丁
寧
で
、
分
か
り
や
す

い
説
明
や
応
対

に
心
が
け
て
い

る
。

問答

地
域
学
校
協
働
活
動

に
つ
い
て

町
民
に
寄
り
添
う
施
策

の
充
実
を
求
む

中公民館祭での中学生ボランティア活動

安藤雅子　議員

大沢まり子　議員

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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町
長
は
前
回
の
町
長
選
に
出
馬

の
際
、
政
策
に
は
鮮
度
が
大
切
で
あ

る
と
前
置
き
さ
れ
、
「
本
当
に
そ
の

鮮
度
が
多
少
は
保
た
れ
る
の
か
が
一

番
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
で
あ
る
」
と
答

弁
さ
れ
た
。
現
在
、
そ
の
鮮
度
は
保

た
れ
て
い
て
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る

か
、
こ
の
４
年
間
の
検
証
は
さ
れ
た

の
か
。
見
解
を
聞
き
た
い
。

　
　

�

【
町
長
】

鮮
度
は
一
生
懸
命
保
っ
て
き
た
。

非
常
に
体
力
の
要
る
仕
事
で
あ
り
、

そ
の
体
力
が
次
の
４
年
間
保
て
る
と

い
う
確
証
も
自
信
も
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
元
気
な
う
ち
に
現
役
を
退
か

な
い
と
家
族
へ
の
恩
返
し
も
で
き
な

い
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
二
世
議
員
で
あ
っ
た
が
、
子

ど
も
の
頃
か
ら
母
や
家
族
の
苦
労
を

み
て
い
る
た
め
議
員
に
な
る
気
は
な

か
っ
た
。
議
員
を
や
り
な
が
ら
、
文

法
上
正
確
な
話
を
す
る
前
町
長
を
見

て
い
て
、
私
に
あ
ん
な
話
は
で
き
な

い
と
重
々
認
識
し
て
お
り
、
町
長
を

や
ろ
う
と
は
一
度
も
思
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
人
の
人
生
で
こ
れ
ほ
ど

大
き
く
変
わ
っ
た
人
生
は
な
い
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
。

あ
と
３
カ
月
を
全
力
で
取
り
組
み
、

そ
の
後
は
平
穏
に
生
活
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
新
庁
舎
等
建
設
予
定
地

の
農
地
転
用
許
可
申
請
の
取
下
げ
に

よ
る
関
連
予
算
の
取
扱
い
は
。

　
　

�

【
町
長
】

予
算
に
つ
い
て
は
、
白
紙
と
い
う

言
葉
は
行
政
も
賛
成
の
立
場
の
議
員

も
一
度
も
使
っ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
予
算
は
そ
の
ま
ま
審
議
し

て
い
た
だ
く
。

問答

再
質
問

答

　
　
①
S
N
S
で
の
情
報
発
信
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
。

②
動
画
で
の
情
報
発
信
の
今
後
に
つ

い
て
。

③
町
の
公
式
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ

オ
の
今
後
に
つ
い
て
。

　
　

�

【
副
町
長
】

①
町
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
登
録
者
数
は
合
計
で

４
，６
０
１
人
、令
和
４
年
度
時
点
で

既
に
目
標
の
４
，０
０
０
人
を
超
え
、

順
調
に
そ
の
数
を
伸
ば
し
て
い
る
。

今
後
も
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
の
増
加
を
図

る
べ
く
鋭
意
工
夫
を
重
ね
て
い
く
。

ま
た
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
、他
の
市

町
村
と
比
べ
て
見
劣
り
し
な
い
よ
う

投
稿
頻
度
を
上
げ
る
な
ど
積
極
的
な

情
報
発
信
を
常
に
心
が
け
て
い
く
。

②
平
成
28
年
２
月
か
ら
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
で
の
動
画
配
信
を
始
め
た
。主
に

観
光
と
移
住
に
関
す
る
動
画
を
配
信

す
る
な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
活
用
し

て
お
り
、今
後
も
積
極
的
に
活
用
し

て
い
く
。

③
既
存
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ

を
ど
の
よ
う
に
町
内
外
の
人
た
ち
に

見
て
も
ら
う
か
、ア
ピ
ー
ル
方
法
が

重
要
で
あ
り
、効
果
的
な
手
法
を
研

究
、検
討
し
て
い
く
。

　
　

�

【
町
長
】

行
政
か
ら
の
情
報
発
信
は
堅
苦
し

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
ネ
ッ
ク

で
あ
る
。Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
発
信
は
地
域

や
世
代
を
網
羅
で
き
、幅
広
く
対
応

す
る
発
信
能
力
が
必
要
と
な
る
。発

信
側
に
求
め
ら
れ
る
の
は
発
信
力
と

い
う
セ
ン
ス
で
あ
り
、セ
ン
ス
あ
る
者

を
町
役
場
内
で
発
掘
で
き
る
の
か
、

外
部
に
求
め
る
の
か
を
決
め
て
い
く

タ
イ
ミ
ン
グ
は
近
づ
い
て
い
る
。今

後
、ど
の
よ
う
な
考
え
方
の
町
長
が

誕
生
し
て
も
、こ
の
件
に
つ
い
て
は
避

け
て
通
れ
な
い
必
須
の
課
題
で
あ
る

と
い
う
認
識
で
あ
る
。

問答

答

渡
邊
町
政
４
期
目
、

４
年
間
の
検
証
は

行
政
の
情
報
発
信
戦
略

に
つ
い
て

福井俊雄　議員

清水亮太　議員

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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可
児
才
蔵
槍
の
レ
プ
リ
カ
作
製

に
よ
る
認
知
度
向
上
と
観
光
誘
客
の

具
体
策
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

　
　

�

【
町
長
】

中
山
道
御
嶽
宿
の
芯
は
願
興
寺
で

あ
り
、
国
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
願

興
寺
本
堂
を
ま
ず
町
民
が
ど
う
知
っ

て
い
く
か
、
ど
う
町
外
に
発
信
し
て

い
く
か
が
一
番
の
問
題
だ
と
思
っ
て

い
る
。
現
段
階
で
分
か
っ
て
い
る
こ

と
は
、
令
和
８
年
に
大
修
理
が
竣
工

予
定
で
、
そ
の
際
に
は
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
が
企
画
さ
れ
る
と
思
う
。
こ
の

イ
ベ
ン
ト
は
民
の
側
か
ら
立
ち
上
が

っ
て
、
行
政
が
支
え
る
と
い
う
構
図

が
一
番
望
ま
し
い
。
令
和
５
年
度
か

ら
可
児
才
蔵
と
の
関
係
を
町
内
外
に

発
信
し
て
い
く
こ
と
は
、
令
和
８
年

の
大
修
理
竣
工
に
大
変
有
意
義
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
も
、
才
蔵
の
武
者
絵
を

購
入
し
、
中
山
道
み
た
け
館
で
特
別

展
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
多

く
の
観
覧
者
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
上

之
郷
中
学
校
の
舳
五
山
茶
パ
ッ
ケ
ー

ジ
に
才
蔵
の
武
者
絵
を
印
刷
し
「
才

蔵
茶
」
と
し
て
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場

記
念
館
で
常
時
販
売
し
て
い
た
だ
け

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
令
和
５
年

度
は
、
可
児
才
蔵
が
建
立
し
晩
年
を

過
ご
し
た
才
蔵
寺
の
協
力
を
得
て
三

叉
槍
の
レ
プ
リ
カ
を
作
成
し
、
展
示

す
る
だ
け
で
な
く
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

も
活
用
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
現

時
点
で
は
、
願
興
寺
本
堂
の
令
和
８

年
竣
工
に
備
え
た
一
つ
の
ス
ト
ー
リ

ー
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
だ
け
た

ら
あ
り
が
た
い
。

問答

　
　
こ
れ
ま
で
５
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

実
施
に
向
け
て
、
J
R
、
コ
ン
サ
ル

会
社
だ
け
で
な
く
、
中
立
で
あ
る
有

識
者
も
交
え
て
打
ち
合
わ
せ
を
お
こ

な
っ
て
い
る
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
信

頼
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
か
。

　
　

�

【
町
長
】

こ
れ
ま
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い

て
、
Ｊ
Ｒ
東
海
の
説
明
や
有
識
者
の

解
説
に
対
し
て
分
か
ら
な
い
こ
と
な

ど
を
質
問
す
る
形
式
に
な
っ
て
く
れ

れ
ば
と
思
っ
て
い
た
が
、
質
問
と
い

う
よ
り
は
演
説
の
よ
う
な
形
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
に
思
っ
て
い

る
。フ

ォ
ー
ラ
ム
は
費
用
を
か
け
て
開

催
す
る
も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
時
間

を
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
事

前
に
概
要
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ
は
お

こ
な
う
が
、
内
容
や
答
え
を
す
り
合

わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
Ｊ
Ｒ
東
海
の
事
業
に
関
わ
っ

て
い
な
い
先
生
方
に
お
願
い
を
し
て

い
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
公
開
で
お
こ
な
う

こ
と
は
、
御
嵩
町
の
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
。
意
義
深
い
も
の
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
々
評
価
が

出
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
少
な
く

と
も
専
門
家
の
皆
様
に
は
中
立
で
話

を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
オ
ー
ダ
ー
で

来
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
守
っ
て
い

た
だ
け
た
と
思
っ
て
い
る
。

問答

「
御
嵩
町
ゆ
か
り
の
戦
国
武
将
」

の
魅
力
発
信
に
つ
い
て

リ
ニ
ア
発
生
土
置
き
場
に
関
す
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
意
義
は

伝　
可
児
才
蔵
三
叉
槍
（
才
蔵
寺
所
蔵
）

フォーラムのようす

奥村悟　議員

岡本隆子　議員

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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令和５年 第１回 定例会での討論内容

　　　　　清水　亮太 議員

反対の立場である。決議を出した議員は新庁舎等整備事業が無謀な計画であると主張するのであれば、
主観ではなくしっかりと根拠となるデータで示すべき。この決議に対して賛成してほしいという交渉は
何一つなく意思が見えない。本当に町政を変えたいのか。町長、町議員選挙が近づいている時期に出す
のは選挙対策ではないかという疑念を晴らすには足らない。

　　　　　岡本　隆子 議員

適切なプロセスを経ないまま新庁舎等整備事業が進められてきた。その強引な手法が現在の町政の混
乱と信用失墜を招いたと考える。総事業費78億円は一般会計予算に匹敵する額である。庁舎を新しく
することはよいが、建設予定地では莫大な土地造成費がかかる。そのことが表に出ないまま話が進んで
いった。議会で予算否決というレベルではないので不信任決議案に賛成である。

　　　　　奥村　悟 議員

渡邊町長の過去16年間の実績を顧みると、環境モデル都市選定や亜炭鉱跡対策事業の着手など数多
くある。これまでの公費の支出は意思決定機関の議会として予算を議決し認めてきた。議会は行政を監
視、批判する機関ではあるが、それが目的ではなく行政を合理的かつ効率的におこなわせることが目的
である。批判や攻撃には実現性のある具体的な代替案をもっておこなわなければならない。よって反対
である。

　　　　　伏屋　光幸 議員

農地転用許可申請の県の審査が決定していないのに見切り発車が多く、結果を他人のせいにする。ま
た、突然農地転用許可申請の取下げを表明した。その後の状況を何も言わず隠す癖があるので賛成する。

　　　　　安藤　雅子 議員

新年度予算に問題があると考えるのであれば修正動議を出すべきである。不信任決議を出す前に、議
員としてやるべきことはまだまだあったと考える。決議案を可決させるために出す議案であるはずなの
に可決させるための働きかけはなかったので、可決への強い思いがあるとは到底思えない。よって反対
する。

　　　　　谷口　鈴男 議員

賛成の立場である。地方自治法上、議会の議決に基づかない事務は執行できない。農地転用許可申請
を取り下げるということは、新庁舎等整備事業計画をいったん停止ないしは白紙に戻し、あらためて議
論し今までの方向が正しかったかどうか行政側も検討しながら議会とも協議をして、住民の理解を得な
がら考え直す、そして将来的に事業化をしていきたいという報告だったと考える。これまでの経緯を見
ると、議会の議決を経ず強引に進めてきた部分がある。

　　　　　大沢まり子 議員

反対の立場である。新庁舎等整備事業は生命を守る政策で急ぐべきものとして議会では全会一致でバ
イパスエリアに決定し進めてきたが、突然の反対があり前へ進めなくなった。その際に反対の理由を尋
ねたが答えはなかった。町政の混乱を町長に責任転嫁しているが、議会内で合意形成に向けての話し合
いができていない現状があり、議会の混乱が町政の混乱を招いているとも考える。不信任決議案に賛成
してほしいのであれば、話し合いの場を作るべきであった。

発議第２号　渡邊公夫町長の不信任決議案について
反　対

賛　成

反　対

賛　成

反　対

賛　成

反　対

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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　　　　　福井　俊雄 議員

議案第５号と同様に、執行できる見込みのない予算を認めるわけにはいかないので反対する。

　　　　　奥村　悟 議員

水道事業会計予算には人件費や工事関連の投資的経費が含まれている。全ての予算を反対という
ことになると町民の生活に多大な影響が出てしまう。それではいけない。よって賛成する。

　　　　　岡本　隆子 議員

現町長が選挙に不出馬表明をしている。政策的予算である新庁舎関連予算が計上されているため
骨格予算とはいえない。よって反対する。

　　　　　大沢まり子 議員

現町長が出馬しないということと町民の生活を守るということは別問題である。町民の生活を守
るためには水道事業の停止は考えられない。よって水道事業会計予算に賛成する。

議案第９号　令和５年度御嵩町水道事業会計予算について
反　対

賛　成

反　対

賛　成

　　　　　福井　俊雄 議員

新庁舎等建設予定地の農地転用許可申請を取り下げており、町長は次の町長選挙に出馬しないこ
とを表明している。任期残り３カ月で執行できるとは考えられず、見込みのない予算を認めるわけ
にはいかないので反対する。

　　　　　安藤　信治 議員

賛成の立場である。町は農地転用許可の再度申請に向けて努力している。新庁舎等整備事業は議
員も一緒になって決定してきたものであり、町長の任期に関係なく当初予算に計上すべきと考える。
一般会計予算は新庁舎等整備関連だけではなく多方面の予算が計上されており、全てを反対すると
いうのは議員として丁寧な説明があって然るべき。

　　　　　岡本　隆子 議員

令和５年度予算は選挙の年であることから骨格予算の位置づけである。新庁舎等整備事業に係る
農地転用申請の取下げは事実上の白紙である。再申請できる保証はないので、地権者への補償に取
り組むべき。実現性のない予算を認めるわけにはいかないので反対である。

　　　　　大沢まり子 議員

賛成の立場である。反対している議員は町長選挙があるから実行性がないと言われるが、その根
拠を説明してほしい。一般会計予算全てに反対という町民の生活に影響を及ぼすような措置を取る
こと事体、町民の生活をどう考えているのか。町民の生活を守っていこうという思いが全く感じら
れない乱暴な行為である。

議案第５号　令和５年度御嵩町一般会計予算について
反　対

賛　成

反　対

賛　成

令和５年 第１回 定例会での討論内容

みたけ議会のたより  （令和5年6月1日号）
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（2月～4月）議 会 日 誌
2月

 2日 可茂町村議長会・正副議長研修会
 6日 議会報編集委員会
 7日 全員協議会
 8日 民生文教常任委員会視察
 9日 議会運営委員会

第１回臨時会
15日 新庁舎等建設特別委員会

総務建設産業常任委員会協議会
16日 民生文教常任委員会協議会
24日 全員協議会

議会運営委員会
27日 県町村議会議長会理事会

28日 第１回定例会（初日）
3月

 8日 第１回定例会（一般質問・施政方針質問）
 9日 第１回定例会（一般質問・委員会付託）
14日 民生文教常任委員会
15日 可児川防災等ため池組合議会定例会

可茂地域一部事務組合議会定例会
16日 総務建設産業常任委員会

総務建設産業常任委員会視察
20日 第１回定例会（最終日）

議会報編集委員会
名鉄広見線活性化協議会

21日 第６回御嵩町リニア発生土置き場に関する
フォーラム

23日 県町村議会議長会評議員会
28日 可児市・御嵩町中学校組合議会定例会
29日 可茂地域懇談会

4月
 3日 水土里隊現場視察
 4日 議会報編集委員会
14日 新庁舎等建設特別委員会協議会
17日 議会報編集委員会
20日 議会運営委員会

全員協議会
新庁舎等建設特別委員会

27日 議会報編集委員会
新庁舎等建設特別委員会

令和５年第１回定例会での討論内容

　　　　　福井　俊雄 議員

執行できる見込みのない予算を認めるわけにはいかないので反対する。

　　　　　谷口　鈴男 議員

新年度予算が編成されたのは、新庁舎等建設予定地の農地転用許可申請を取り下げた時期より前
であり、骨格予算について十分検討されてきた経緯がある。経緯についてはそれなりの評価をして
認めていく必要があるので賛成する。

　　　　　岡本　隆子 議員

政策的予算である新庁舎関連予算が計上されているので反対する。

　　　　　安藤　信治 議員

賛成の立場である。４月から執行していかなければならない予算である。反対するのであれば、
ただ反対というのではなく修正案等を出すべき。全予算を反対するというのは暴挙に等しい。

議案第10号　令和５年度御嵩町下水道事業会計予算について
反　対

賛　成

反　対

賛　成

　　　　　岡本　隆子 議員

可茂消防御嵩分署にかかる公有財産購入費について、事業再開の目途が立っていない。可茂消防
が土地を買い取ってくれるという確約を示した文書がない限り購入に疑問を感じるので補正予算全
てに反対する。

　　　　　奥村　悟 議員

令和５年度までの継続事業にかかる予算を含む全ての補正予算に反対するということは、現在進
めている事業がストップしかねず多大な影響を与える。また、他自治体と連携した事業まで反対す
れば、他自治体にも迷惑がかかる。よって賛成である。

議案第11号　令和４年度御嵩町一般会計補正予算（第８号）について
反　対

賛　成

14から 16ページまでに掲載した討論内容の各意見は、発言議員本人の文責です。

みたけ議会のたより （令和5年6月1日号）
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お知らせ

本会議 
議案などを審議し、議会の最終
的な意思を決定する、全議員で構
成する会議です。議長が議事を進
行します。
一般質問 
議員が、定例会本会議において、
議案に関係なく広く行政全般にわ
たって、執行部の報告、説明、所
信の表明を求め、疑問点をただす
ことです。
審議 
議案などについて説明を聞き、
質疑し、討論をし、表決をする一
連の流れのことです。

ご希望の方は、議会当日、議会事務局受付（役場２階）で住所、氏
名などを所定の用紙に記入後、傍聴券をお受け取りください。
　　　　発熱、せき、くしゃみ、のどの痛みなどの症状がある場合は、
傍聴をご遠慮ください。
お願い

ケーブルテレビ可児では、一
般質問の模様が生中継（場合に
よっては録画放送）されます。

月　日 曜日 会議 内　容

5月26日 金 本会議
会期の決定、諸般の報告、議
案の上程及び提案理由の説明、
議案の審議及び採決

6月 ２日 金 本会議 一般質問

９日 金 本会議 議案の審議及び採決

議会を傍聴しませんか

次回
令和５年
第２回定例会（予定）
５月26日㈮から６月９日㈮

※日程は都合により変更となる場合があります。
※審議内容などは町ホームページに掲載します。

議会を傍聴するには？？

一般質問はケーブルテレビ
可児、YouTube「御嵩町議
会公式チャンネル」でご覧
いただけます。ぜひ、ご覧
ください。

５
月
８
日
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
が
、
２
類
相
当

か
ら
５
類
に
変
更
さ
れ
、
生
活
様
式
も
コ
ロ
ナ

禍
前
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
議
会
も
こ
れ
か

ら
は
住
民
の
皆
さ
ま
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
が
広
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
御
嵩
町
議
会
は
議
員
一
人
ひ
と
り
の

資
質
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
が
政
策
に
つ
い
て
生
産

性
の
高
い
議
論
を
し
、
侃か
ん
々か
ん
諤が
く
々が
く
と
意
見
を
た

た
か
わ
せ
て
き
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
議
会

と
執
行
部
が
是
々
非
々
で
議
論
を
た
た
か
わ
せ

る
こ
と
が
議
会
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
お
互
い
に
建
設

的
な
質
問
や
答
弁
を
通
し
て
、
い
い
町
に
し
て

い
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
の
議

会
に
は
そ
れ
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
会
報
編
集
委
員
会
委
員
長
と
し
て
、
異
例

の
４
年
間
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
伝

わ
る
議
会
の
た
よ
り
を
心
掛
け
、
毎
回
編
集
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
次
回
か
ら
は
新
し
い

議
員
の
も
と
、
更
に
斬
新
で
進
化
し
た
議
会
の

た
よ
り
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
ペ

ン
を
置
き
ま
す
。

長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
O
・
S
）

暫
時
休
憩
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T
O

P
IX

議
会
活
動

ご
案
内
は
ミ
ー
モ
く
ん
で
し
た
。

次
号
は
9
月
1
日
発
行（
第
2
回
定
例
会
）

予
定
で
す
。
ま
た
見
て
く
だ
さ
い
ね
。

■令和5年6月1日　■編集／議会報編集委員会　■発行／御嵩町議会　■岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239−1　☎0574−67−2111
【ホームページURL】https://www.town.mitake.lg.jp/　【メールアドレス】gikai@town.mitake.lg.jp

水土里隊の作業現場を視察
　４月３日（月）、御嵩地内にある水
土里隊の作業現場を視察しました。

自
治
功
労
者
表
彰
を
受
賞

　
谷
口
鈴
男
議
員
が
、
議
員
在
職
27
年
以
上

の
功
績
に
よ
り
、
全
国
町
村
議
会
議
長
会
の

自
治
功
労
者
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た
。

常任委員会の視察研修をおこないました
２月８日（水）、民生文教常任委員会では、ぽっぽかん、ふらっとハウス、あっと訪夢、
オアシス教室の視察研修をおこないました。また、３月16日（木）、総務建設産業常任委
員会では、新木野地内、送木地内、西洞地内の工事現場の視察研修をおこないました。

２
年
間
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

～
議
会
報
編
集
委
員
会
～

議
会
の
た
よ
り
は
、
議

員
個
人
の
広
報
や
通
信
と

は
性
格
が
異
な
る
た
め
、

議
会
報
編
集
委
員
会
に
よ

る
文
章
・
写
真
な
ど
の
調

整
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

3
名
の
編
集
委
員
が
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
議
長
と
と
も

に
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
議

会
に
対
す
る
理
解
と
関
心

が
広
が
り
、
身
近
な
広
報

と
な
る
よ
う
議
会
報
編
集

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
。

２
年
間

あ
り
が
と

う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

▼総務建設産業常任委員会視察研修のようす

▼民生文教常任委員会視察研修のようす


